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第 ４ 回   熊本県議会  教育警察常任委員会会議記録 

 

令和２年８月４日(火曜日) 

            午前10時31分開議 

            午前10時59分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

議案第１号 令和２年度熊本県一般会計補

正予算(第８号) 

議案第４号 専決処分の報告及び承認につ

いてのうち 

  ――――――――――――――― 

出 席 委 員(８人） 

        委 員 長 橋 口 海 平 

        副委員長 岩 本 浩 治 

        委  員 溝 口 幸 治 

        委  員 髙 野 洋 介 

        委  員 西 山 宗 孝 

        委  員 松 野 明 美 

        委  員 本 田 雄 三 

        委  員 坂 梨 剛 昭 

欠 席 委 員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 教育委員会 

         教育長 古 閑 陽 一 

教育理事 國 武 愼一郎 

教育総務局長 西 尾 浩 明 

県立学校教育局長 牛 田 卓 也 

市町村教育局長 川 並 満 德 

教育政策課長 井 藤 和 哉 

学校人事課長 磯 谷 重 和 

施設課長 川 元 敦 司 

高校教育課長 岩 本 修 一 

特別支援教育課長 牛 野 忠 男 

体育保健課長 平 江 公 一 

義務教育課長 竹 中 千 尋 

警察本部 

本部長 小 山   巌 

警務部長 植 田 有 佐 

参事官兼会計課長 原 田 聖 哉 

理事官兼総務課長 井 野 新 輝 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

       議事課主幹 山 本 さおり 

     政務調査課主幹 小 田 裕 一 

――――――――――――――― 

午前10時31分開議 

○橋口海平委員長 ただいまから第４回教育

警察常任委員会を開会いたします。 

 なお、本日の委員会は、あらかじめ告示さ

れた事件及び緊急を要する事件のみを審査す

る臨時会での委員会であり、本会議を休憩し

ての開催でもありますので、質疑応答は付託

議案に関するもののみに限らせていただきま

す。 

 それでは、本委員会に付託された議案を議

題とし、これについて審査を行います。 

 まず、議案について警察本部、教育委員会

の順に説明を求めた後、一括して質疑を受け

たいと思います。 

 なお、執行部からの説明は、効率よく進め

るために、着座のまま簡潔にお願いします。 

 それでは、警察本部から説明をお願いしま

す。 

 初めに、小山本部長。 

 

○小山本部長 議案の説明に先立ちまして、

一言御挨拶を申し上げます。 

 令和２年７月豪雨では、県内各地におきま

して、65名の貴い人命が失われるとともに、

住家等において甚大な被害が生じたところで

ございます。 
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 改めて、今回の豪雨災害で被害に遭われた

皆様方に対し、警察を代表してお悔やみとお

見舞いを申し上げます。 

 県警察としましては、発災直後から他都府

県警察の応援派遣も得ながら災害警備活動を

推進してきたところでありますが、引き続

き、行方不明者の捜索活動をはじめ、災害に

便乗した犯罪の取締りやパトロール活動の強

化など、復旧、復興の礎となる被災地域の良

好な治安の実現に向け、各種取組を推進して

まいります。 

 それでは、今回、県警察から提案しており

ます１件の議案につきまして、概要を御説明

いたします。 

 議案第１号、熊本県一般会計補正予算(第

８号)については、新型コロナウイルス感染

症対策として、警察施設の改修及び資機材の

整備に要する経費で総額2,850万円余の増額

補正をお願いするものでございます。 

 詳細につきましては、担当者から説明させ

ますので、御審議のほどよろしくお願い申し

上げます。 

 

○橋口海平委員長 引き続き、担当課長から

説明をお願いいたします。 

 

○原田会計課長 会計課でございます。 

 予算関係議案につきまして、お手元の警察

本部の説明資料で説明いたします。 

 ８月補正予算は、新型コロナウイルス感染

症への追加対策を盛り込んだ国の第２次補正

予算の成立に伴い、警察庁補正予算で措置さ

れた補助事業について計上しております。 

 資料の１ページをお願いします。 

 第１号議案、熊本県一般会計補正予算(第

８号)について説明いたします。 

 歳出の説明欄を御覧ください。 

 まず、警察施設費で2,756万5,000円の増額

をお願いしております。これは、留置施設内

における新型コロナウイルスの感染防止を図

るため、物理的に感染した、あるいは感染の

疑いがある被留置者と他の被留置者や看守勤

務員との接触を遮断する改修工事を行い、隔

離した居室を創設するものであります。 

 県内の留置施設の中から、工事に適した山

鹿警察署の２室について、改修工事を予定し

ております。 

 次に、警察活動費で94万1,000円の増額を

お願いしております。 

 内訳は、(1)留置管理業務における感染予

防措置経費で36万3,000円を計上しておりま

す。これは、新型コロナウイルスの感染の疑

いがある新規留置者を早期に発見し、留置施

設内における感染拡大防止を図るため、呼吸

器不全等の症状を測定する医療機器であるパ

ルスオキシメーターを県内の留置施設に整備

するものです。 

 次に、(2)交通取締りにおける感染予防措

置経費57万8,000円は、街頭における飲酒運

転取締りの際に、運転者の呼気から直接酒の

匂いを確認することなく、資機材の活用を徹

底して新型コロナウイルス感染防止を図るた

め、アルコール感知器を増強整備するもので

ございます。 

 補正後の警察費総額は、397億6,576万

6,000円となります。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いします。 

 

○橋口海平委員長 引き続き、教育長から総

括説明を、続いて、担当課長から説明をお願

いいたします。 

 初めに、古閑教育長。 

 

○古閑教育長 議案の説明に先立ちまして、

さきの令和２年７月豪雨で亡くなられました

方々の御冥福と被害に遭われました方々に心

からお見舞いを申し上げます。 

 また、先日行いました特別支援学校教諭に

よる不適切な指導に係る懲戒処分につきまし



第３回 熊本県議会 教育警察常任委員会会議記録（令和２年８月４日) 

 - 3 - 

て、関係する生徒及び保護者の方々に対しま

して、改めておわびを申し上げます。 

 教育委員会としましては、学校教育におけ

る適切な指導、支援の在り方について、検討

委員会から提言をいただくこととしており、

今後、再発防止に向けて、より一層の徹底を

図り、信頼回復に努めてまいります。 

 次に、令和２年７月豪雨に関しまして、教

育、文化関係の主な被害としましては、昨日

までに学校関係20校、社会教育施設26か所、

文化財71件の報告があっており、球磨村の渡

小学校も、一勝地小学校において学校を再開

したものの、学校施設の被災のほか、道路や

鉄道の不通による通学への影響が生じており

ます。 

 教育委員会では、現在、組織全体で復旧、

復興を推進する体制を整備し、学校支援チー

ムや教育庁内や各学校の教職員、スクールカ

ウンセラーを現地に派遣し、学校の早期再

開、被災児童生徒の学習支援や心のケア、学

校等からの相談等への対応を行っており、今

後も、被災地の復旧、復興に取り組んでまい

ります。 

 次に、新型コロナウイルスに関しまして、

これまでに、八代市、玉名市、山鹿市の小学

校及び熊本市内の県立高校において、教員や

児童生徒の感染が確認されております。各県

立学校長及び市町村教育長に対して、改めて

感染症対策の徹底を図るよう通知したところ

であります。 

 引き続き、万全の感染拡大防止を図りつ

つ、子供たちの学びの保障との両立に取り組

んでまいります。 

 それでは、今回提案しております教育委員

会関係議案の概要について御説明をいたしま

す。 

 まず、８月補正予算ですが、新型コロナウ

イルス感染症対策分として、学校における感

染症対策のための環境整備や学習保障のため

の人的体制強化、中止となった部活動の全国

大会の代替大会の支援等のための経費につい

て、５億198万円余の増額補正をお願いして

おります。 

 さらに、令和２年７月豪雨対応分として、

被災した県立学校の施設や備品等の復旧のた

めの経費16億7,020万円余と合わせて、総額

で21億7,218万円余の増額補正をお願いして

おります。 

 次に、７月専決予算ですが、令和２年７月

豪雨対応分として、不通となった鉄道の代替

バスの運行支援のための経費４億6,899万円

余の増額補正等の承認をお願いしておりま

す。 

 以上が今議会に提案申し上げております議

案の概要であります。 

 詳細につきましては、担当課長から説明を

させていただきますので、御審議のほどよろ

しくお願いを申し上げます。 

 

○橋口海平委員長 引き続き、担当課長から

説明をお願いします。 

 

○磯谷学校人事課長 学校人事課でございま

す。 

 お手元の説明資料、令和２年度８月補正予

算等と記載の資料を御覧願います。 

 説明資料の２ページをお願いいたします。 

 ８月補正予算について御説明します。 

 説明資料２ページの４項目ですが、いずれ

も新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に

係る国の令和２年度第２次補正予算を活用す

る事業でございます。 

 まず、１段目の教職員人件費ですが、右側

説明欄、１の管理運営費の(1)教育サポート

事業の１億7,480万5,000円の増額は、新型コ

ロナウイルス感染症対策により教員の業務負

担が増加しており、児童生徒の学びの保障に

注力することが困難な状況であるため、教員

の業務をサポートするスクールサポートスタ

ッフを追加配置する経費でございます。 
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 続きまして、２段目以降の教育振興費、全

日制高等学校管理費、特別支援学校費のそれ

ぞれの右側説明欄にあります県立学校物的体

制整備支援ですが、各県立学校の希望を踏ま

え、学校教育活動の再開に伴う感染症対策と

して、非接触型体温計やサーキュレーターな

どの物品の整備や、子供たちの学習保障とし

て、空き教室を活用した大型提示装置などの

ＩＣＴ機器の整備、家庭にWi-Fi環境がない

生徒のためのモバイルルーターの購入などを

行うものでございます。 

 ２段目の教育振興費は、県立中学校分の費

用として、３段目の全日制高等学校管理費

は、県立高等学校分の費用として、４段目の

特別支援学校費は、特別支援学校分の費用と

して、県立学校物的体制整備支援事業の合計

で１億9,500万円を計上しております。 

 次に、４段目の特別支援学校費の右側の説

明欄、１の学校運営費の(2)特別支援学校通

学バス感染症対策事業ですが、特別支援学校

の通学バスにおける過密乗車を避け、感染リ

スク低減を図るため、通学バス増便に要する

経費について、５月専決予算で計上しました

６月から８月の３か月に引き続き、今回、９

月から年度末までの７か月分を計上するもの

でございます。 

 続きまして、３ページ上段をお願いいたし

ます。 

 令和２年７月豪雨の災害復旧に係る緊急的

な対応のため、教育施設災害復旧費3,285万

4,000円を計上しております。 

 右側の説明欄、１の教育施設災害復旧費の

(1)県立学校備品教材災害復旧費でございま

すが、令和２年７月豪雨により被災した芦北

高校等の備品等の災害復旧に要する経費でご

ざいます。 

 以上、総額４億5,099万5,000円の増額補正

をお願いしております。御審議のほどよろし

くお願いいたします。 

 

○川元施設課長 施設課でございます。 

 説明資料の３ページ下段をお願いいたしま

す。 

 教育施設災害復旧費でございますが、16億

2,527万3,000円を計上しております。 

 右側の説明欄、１の教育施設災害復旧費の

(1)県立学校施設災害復旧事業でございます

が、これは、令和２年７月豪雨により被災し

た県立学校施設、八代清流高校ほか３校、こ

のほか３校は、芦北高校、芦北支援学校及び

球磨中央高校でございまして、それらの災害

復旧に要する経費を計上するものでございま

す。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

○牛野特別支援教育課長 特別支援教育課で

ございます。 

 説明資料の４ページ上段をお願いいたしま

す。 

 教育施設災害復旧費でございますが、

1,207万8,000円を計上しております。 

 右側の説明欄、１の教育施設災害復旧費の

(1)県立特別支援学校教育設備等復旧費でご

ざいますが、これは、令和２年７月豪雨によ

り甚大な被害を受けました芦北支援学校佐敷

分教室の教育設備等の災害復旧に要する経費

でございます。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いします。 

 

○平江体育保健課長 体育保健課でございま

す。 

 説明資料の４ページ下段をお願いします。 

 １段目の保健体育総務費でございますが、

250万円を計上しております。 

 右側の説明欄、１の学校保健給食振興費の

(1)学校臨時休業対策費でございますが、こ

れは、新型コロナウイルス感染症対策に係る

事業で、県立学校の臨時休業による学校給食
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休止に伴い、キャンセル料が発生した給食関

係事業者への助成に要する経費を計上するも

のでございます。 

 次に、２段目の体育振興費でございます

が、1,294万3,000円を計上しております。 

 右側の説明欄、１の学校体育振興費の(1)

全国大会の代替大会支援事業でございます

が、これは、国の令和２年度第２次補正予算

を活用する新型コロナウイルス感染症対策に

係る事業で、部活動における全国大会の代替

大会である地方大会を開催する高等学校体育

連盟等３団体への助成に要する経費を計上す

るものでございます。 

 以上、総額1,544万3,000円の増額補正をお

願いしております。御審議のほどよろしくお

願いいたします。 

 

○竹中義務教育課長 義務教育課でございま

す。 

 説明資料の５ページをお願いいたします。 

 教育指導費でございますが、6,840万円を

計上しております。 

 右側の説明欄、１の学校教育指導費の(1)

補習等のための支援員配置事業でございます

が、これは、新型コロナウイルス感染症対策

に係る事業で、３密を避けた学習環境の整備

やきめ細やかな学習指導を行うための学習支

援員の配置に要する経費を計上するものでご

ざいます。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

○岩本高校教育課長 高校教育課でございま

す。 

 説明資料の７ページをお願いいたします。 

 ７月専決予算について御説明いたします。 

 令和２年７月豪雨の災害復旧に係る緊急的

な対応のため、７月21日に、知事専決にて、

教育指導費４億6,899万円を計上しておりま

す。 

 右側の説明欄、１、指導行政事務費の(1)

高等学校等通学支援事業(７月豪雨対応分）

でございますが、７月豪雨により通学困難と

なった高校生等のための緊急的な通学支援に

要する経費を計上するものでございます。 

 支援の内容といたしましては、肥薩おれん

じ鉄道及びくま川鉄道が運休区間で運行す

る、主として高校生が利用する代替輸送バス

に対し助成を行うものでございます。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

○井藤教育政策課長 教育政策課でございま

す。 

 説明資料の８ページをお願いいたします。 

 ７月専決予算に係る債務負担行為補正につ

いて御説明します。 

 令和２年７月豪雨の災害復旧に係る緊急的

な対応のため、県立学校校務情報化推進事業

について、債務負担行為の増額変更を計上し

ております。 

 これは、今回の災害で使用できなくなった

県立学校のパソコン等の復旧に必要な事務機

器等賃借に係る債務負担行為でございます。 

 補正前の設定期間が令和３年度から７年

度、限度額が13億677万8,000円、補正後の設

定期間が令和３年度から７年度、限度額が13

億967万6,000円で、289万8,000円の増額変更

でございます。 

 右側説明欄にありますように、県立学校の

校務用パソコン端末及びプリンター等につい

て、令和３年度から令和７年度までリースを

行うため、債務負担行為の限度額の変更をお

願いするものでございます。 

 以上でございます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

○橋口海平委員長 以上で付託議案に関する

全ての説明が終了いたしましたので、質疑を

受けたいと思います。 
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 なお、繰り返しになりますが、質疑は付託

議案に限らせていただきますので、委員の皆

様方の御協力をお願いいたします。 

 まず先に、警察本部に係る質疑を受け、そ

の後、教育委員会に係る質疑に移りたいと思

います。 

 それでは、警察本部に係る質疑はありませ

んか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○橋口海平委員長 なしということでありま

すので、なければこれで警察本部に係る質疑

を終了いたします。 

 引き続き、教育委員会に係る質疑はありま

せんか。 

 

○本田雄三委員 すみません、被災地におけ

る生徒の皆さんの御家庭で、いわゆるネット

環境といいますか、パソコン等も流失をし

て、いろんな意味で勉強するに当たってもい

ろいろ支障があるんじゃなかろうかと思うん

ですけれども、リース等を含めてWi-Fi等、

そういうタブレットでもいいので、そういう

ふうな部分の対応ができないかと思っており

ますけれども、そこら辺の状況というのがも

し分かれば教えていただきたいと思います。 

 

○井藤教育政策課長 教育政策課でございま

す。 

 被災地においては、今現在、パソコンとい

いますか、ネット環境について、ちょっと状

況がまだ――今回予算として上げております

のは、明らかに芦北高校とか、芦北支援学校

の佐敷分教室とか、学校のパソコンが使えな

いというようなところについては、今回予算

を要求させていただいております。 

 一方で、家庭環境については、Wi-Fi環境

が整備されているところ、整備されていない

ところはございます。今回、要求させていた

だいているのは、特に物的体制の支援整備と

いうことで、特に新型コロナウイルス対応と

いう観点で、１つは、家庭にWi-Fi環境がな

いところに貸し出すためのWi-Fiルーター、

モバイルルーターを一応対応するための購入

費を今回計上しております。 

 もう１つ、現在、どうしても、例えば、球

磨地域でありますとか、そのネット環境で十

分に家庭と学校とのオンライン環境が整って

いないというようなところについては、改め

て、また、その文科省からの御支援等も踏ま

えながら、個別に端末を避難所のほうに対応

するとか、そういった条件整備を今進めてい

るところでございます。 

 実際に学校がもう再開しているところにつ

いては、学校に一堂に会して授業ができると

いうような状況でありますけれども、それ以

外にも、これまで災害で休校等を余儀なくさ

れたというようなところで、学習の遅れ等も

ありますので、それについては、そういった

しっかりと家庭環境といいますか、そこも支

援できるような、そういった体制を今後さら

に充実させていきたいというふうに思ってお

ります。 

 

○本田雄三委員 ありがとうございました。 

 

○橋口海平委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 

○髙野洋介委員 ２ページからちょこちょこ

あるんですけれども、八代の先生の方が感染

されて、子供たちというか、児童にもうつっ

たということですけれども、いろいろ私も聞

いてみましたところ、非常にその先生が、責

任感も強くて、子供たちの信頼も厚くて、非

常に熱血な先生だったというふうな話も伺い

ました。 

 本人も、多少体調が悪くても、恐らく責任

感の中で学校に行かれて授業もされたという

ふうに思いますけれども、結果論から見た

ら、それがいけなかった部分もあるかもしれ



第３回 熊本県議会 教育警察常任委員会会議記録（令和２年８月４日) 

 - 7 - 

ませんが、誰しも自分がかかっているとかい

うふうには思わないんですよね。予防はして

も、毎日毎日、自分はかかっているんだろう

かというふうなことを考えながら多分教壇に

は立ってないと思うんですよ。 

 ですから、ある程度学校の現場の中で、ど

ういった基準の中で――体調不良というの

は、あくまでも自己申告でしょうけれども、

そこの基準というか、少しでもやっぱりそう

いうマイナスの要因は排除しなければいけな

いというふうに思いますが、そういう基準か

何かはあるんですか。 

 

○磯谷学校人事課長 県のほうで、児童とあ

と教職員のほう、両方での対応の通知という

のは行っております。その中で、やはり体調

等に少し心配がある場合は、控えるような対

応を取っているところでございます。 

 今回も、そういう部分、徹底をするような

形で、改めて通知が行われたという理解でご

ざいます。 

 

○平江体育保健課長 体育保健課でございま

す。 

 若干補足をさせていただきます。 

 児童生徒等及び教職員につきまして、新型

コロナウイルス感染症に関する県立学校の出

席停止及び臨時休業等の基準というのを定め

て、関係学校のほうに通知をいたしておりま

す。 

 この出席停止につきましては、教職員でい

いますと、自宅待機というふうに読み替えて

いただければというふうに思います。 

 その中で、出席停止の基準期間というもの

で、７項目ほど示しております。 

 まず、感染症が判明した場合、さらに濃厚

接触者に特定された場合、さらにＰＣＲ検査

を受けた場合、先ほど委員御指摘の症状があ

る、いわゆる風邪症状でありましたり、ある

いは息苦しさ、倦怠感、あるいは味覚、嗅覚

障害等の症状がある場合、さらに海外からの

帰国等、そしてまた、非常に地域で感染が拡

大される中で、児童生徒や、あるいは教職員

も不安感を持った場合、こういうのも含めま

して７項目ほど示して、出席停止の基準期間

というふうにしております。 

 大きく２点目でございますけれども、臨時

休業につきましては、当該校で感染者が発生

した場合につきましては、全体または一部を

臨時休業としております。 

 また、当該校で感染者が発生以外の場合で

も、地域の感染拡大から３つのパターンに分

けまして、臨時休業の措置をするということ

で示して、各学校で各教職員、また児童生徒

に向けまして指導を行う中で、感染拡大防止

を図っているところでございます。 

 以上でございます。 

 

○髙野洋介委員 いろいろやられているとい

うことなので、幸いにしてもう夏休みに入る

地域もございますし、今から入る地域もあり

ます。この夏休みを利用して、しっかりそこ

ら辺を徹底してやっていかなければいけない

というふうに思います。 

 ２ページの一番上に書いてありますよう

に、スクールサポーター等もこれから整備さ

れるということでございますので、そういっ

た方にも徹底をして、学校に出入りされる方

には周知徹底を図っていただきたいと思って

います。 

 プラス要望なんですけれども、やっぱりそ

うなってくると、学校の先生たちの数自体も

大変足りないという状況の中で、一人一人の

負担がなおさら上がるというふうに思います

ので、将来的に見ても、しっかりこの教員の

定員、定数ということまで踏まえて議論をし

て、もう少し先生たちに余裕を持った、そし

て熱意のある教育現場をつくっていただきた

いと思いますので、教育長、よろしくお願い

いたします。 
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 以上でございます。 

 

○橋口海平委員長 ほかにございませんか。 

 

○西山宗孝委員 今の質問に少し重複するか

もしれませんが、県立学校、高校でコロナウ

イルスが発症しましたよね。その際に、我々

も非常に気にはしているんですけれども、濃

厚接触者の位置づけとか、どういう状況であ

るのかということは非常に気になるんですけ

れども、なかなか、まあ私が聞いてないの

か、目に触れてないのか分かりませんけれど

も、そこら辺りは、今後もその県立学校等々

でも発症の可能性はあるわけですので、その

件を少しお尋ねしたい。 

 それともう一つは、これから夏休み、もう

今週から入るんですかね、県立学校は全て。

夏休み期間中の部活あるいは課外授業等々も

あろうかと思うんですが、その際には、学校

関係で管理監督者、校長先生を含めたところ

の体制がどういうふうになっているか、なか

なか分からないんですけれども、そういう場

合の部活動の外部からの指導者とかあるいは

保護者関係に対する…… 

 

○橋口海平委員長 西山委員、今回の委員会

は、この付託議案に限らせたところでやって

おりますので。 

 

○西山宗孝委員 じゃあ、夏休みの環境問題

だけで結構でございます。 

(「それはもう個別に後で」と呼ぶ者あ

り) 

○西山宗孝委員 最初の質問だけ聞かせても

らっていいですか。 

 

○橋口海平委員長 今回、この付託議案に限

らせていただいておりますので、また個別

で、本来であるならばその他というのがある

んですけれども、今回ありませんので。 

 

○西山宗孝委員 じゃあ、後ほどぜひ聞かせ

てください。よろしくお願いします。 

 

○橋口海平委員長 ほかにございませんか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○橋口海平委員長 なければ、これで質疑を

終了いたします。 

 それでは、ただいまから本委員会に付託さ

れました議案第１号、第４号について、一括

して採決したいと思いますが、御異議ありま

せんか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○橋口海平委員長 御異議なしと認め、一括

して採決いたします。 

 議案第１号外１件について、原案のとおり

可決または承認することに御異議ありません

か。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○橋口海平委員長 御異議なしと認めます。

よって、議案第１号外１件は、原案のとおり

可決または承認することに決定いたしまし

た。 

 最後に、要望書等が３件提出されておりま

す。参考として、お手元に写しを配付してお

ります。 

 以上で本日の議題は全て終了いたしまし

た。 

 それでは、これをもちまして第４回教育警

察常任委員会を閉会いたします。 

  午前10時59分閉会 
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